
平成 22 年度西尾市特定事業主行動計画実施状況報告 

 
１ 目的 

  平成 22 年 4 月に策定した西尾市特定事業主行動計画について、平成 22 年度の実施状

況をフォローし、計画に定めた取組の着実な実施に役立てるため、報告するものである。 

 
２ 実施状況 

 （１）育児支援制度の周知に向けた取組 

  ①啓発資料による周知 
   特定事業主行動計画と各種育児支援制度についての資料を作成して電子掲示板に掲

載し、全庁的な周知を図っている。 
  ②研修による周知 
   新規採用職員研修において、各種育児支援制度の内容・取得要件等の周知を図って

いる。 
 
 （２）子どもの出生時における父親の休暇等の取得促進 

  ①子どもが産まれた職員数 
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  ②子どもの出生における父親の特別休暇の取得状況 
   子どもが産まれた男性職員の、妻の出産に伴う介添休暇及び養育休暇の取得状況 
 

子どもの出生における父親の特別休暇取得状況
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  ・介添休暇・・・職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務

しないことが相当であると認められるとき職員の妻が出産するため病院に入院する

等の日から当該出産の日後１月を経過する日までにおける３日の範囲内の期間 
  ・子の養育休暇・・・職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の８週間前の

日から当該出産の日後８週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産

に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、これらの子の養

育のため勤務しないことが相当であると認められるとき当該期間内における５日の

範囲内の期間 
 
 （３）育児休業等を取得しやすい環境の整備等 （目標取得率１００％） 

  ①育児休業の取得状況 
   ・育児休業取得率の推移（男女別） 
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   ・育児休業取得月数の状況 
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  ②育児休業等の代替要員としての臨時的任用の活用 
   育児休業等を取得した職員の代替要員として臨時職員を配置。 
 



③育児休業からの円滑な職場復帰の支援 
   育児休業取得により長期にわたり職場を離れる不安を解消し、円滑な職場復帰を支

援するため、職場から定期的に業務等に関する情報を提供し、復職時にはＯＪＴ研修を

実施。 
 
 （４）超過勤務の縮減（目標１月４５時間以内、１年３６０時間以内） 

 
超過勤務時間が１か月４５時間を超えた職員数(延べ人数）

93 90

306

125133

0

50

100

150

200

250

300

350

H18 H19 H20 H21 H22

人

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1人あたり年間平均超過勤務時間

102.2

115.7

110.0

152.1

145.3

242.6

0 50 100 150 200 250 300

本庁

本庁以外

全体

時間

H21

H22

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 （５）年次有給休暇の取得促進 （目標年間平均取得日数１２日以上） 

 年次有給休暇平均取得日数
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